










要約:療育サービス機能を向上させるには保健・医療・民生・教育等を統合した療育や育児

のシステムが地域に整備されなければならないが、それらを実質的に機能させるには保育

関係者のシステムヘの主体的参加が要件であり、それを欠く時には連携が成立しないばか

りか連携の必要性の認識も欠くこと、育児相談については事業制度化の事前準備が不十分

であって現場に混乱が生じていること等が実態調査によって判明した。それらの結果の分

析からシステム構成のガイドラインの策定、研修会等の実施などを含め、早急に適切な対

応を図る必要があることが提言された。 


